
第１回神奈川県ともいきアドバイザー会議

（旧 みんなあつまれ実行委員会）

令和５年９月７日

福祉子どもみらい局 共生推進本部室



（１）「みんなあつまれ実行委員会」から

「神奈川県ともいきアドバイザー」への改組について



・ポスター掲示、チラシ配布等
・県のたより、市町村広報誌、タウンニュースへの掲載、パネル展の実施等
・企業・団体等との連携によるコラボグッズの製作、販売等

憲章の普及啓発

これまでの取組み ～障がいに対する理解促進～

子ども・若年層への
憲章の理念の浸透

憲章の理念の
具現化に向けた取組

障がいを自分事化し
考える機会の創出

・小学校における人型ロボット「Pepper」を活用した道徳授業の実施 <年20校程度>
・県内全学校における「いのちの授業」の実施。授業を受けて感動したことを作文として
募集、表彰（「いのちの授業大賞」）

・大学生への出前講座

・「みんなあつまれ」の開催（障がいの状態や程度にかかわらず、同じ体験を共有し、ともに楽しむイベント）
・大学生による「憲章の理念を広める仲間づくり」の企画・展開（車椅子での街あるき体験等）

・ともいきアートサポート事業（障がいの程度等にかかわらず、誰でも文化芸術を鑑賞、創作、発表できる
機会の創出等）
・農福連携マッチング等支援事業（障がい者の日中活動の場の充実、就労機会の確保） <モデル事業>

障がい者と接する機会、障がい者の社会参画の機会を創出していく（点から面へ）

「ともに生きる社会かながわ」の実現に向け、今後は憲章の「周知」から「（憲章の）理念の具現化」
に力を入れていく」

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
新規事業のご説明の前に、これまでの取組みについてまとめました。これまでは主に憲章の普及啓発を含む憲章の「周知」や「理念の浸透」を行うため、資料記載の事業を展開してきましたが、障がいに対する理解をさらに深めるためには、憲章の「周知」にとどまらず、障がい者と接する機会を新たに創出するなど、一歩踏み込んだ取り組みや、「点から面へ」の展開を図っていく必要があると考えています。5ページをご覧ください。（197文字）



年度 回数 内容 成果と課題

2017
（H29)

１回 赤レンガ倉庫でのステージイベント等 【成果】

音楽やアート、パラスポーツを通じて多くの人々に楽し
みながら憲章の理念を知る機会を提供できた
〔来場者数：11万３千人〕＊ラーメンフェスタと同時開催

【課題】

多くの一般客はイベント会場（非日常）から日常生活に
戻ると忘れてしまう

（県民ニーズ調査「憲章を知った広報の方法」のうち、
『イベント』は２％程度）

2018
（H30）

４回 地域のお祭りや学園祭などに出向き、アート
のワークショップやパラスポーツ体験

【成果】

継続的に行われている複数の地域イベントを活用する
ことで、憲章の理念普及の機会が広がった
（経費削減効果もあり）

【課題】
集客力のあるイベントの選別が必要

2019
（R1）

６回

2020-2021
（R2-3) ＜コロナ禍のため、中止＞

「みんなあつまれ」 これまでの経過

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
◆平成29年第３回定例会（12月) （自民 国松議員）　・　今のままでは、みんなではなく、一部の関係者にとどまってしまう　・　イベントが著名アーティストによるステージ志向になり過ぎ　・　県内には、もっと多くの頑張っている障害当事者の方や支援をされている方々　　　　がいる。市町村と連携し、真にみんなが集まれるイベントとすべき◆当事者団体　「お金をかけて、にぎやかに一過性のお祭り騒ぎであれば、やめた方がよい」平成30年から音楽ステージを中心とした大規模なものではなく、県内の市町村・団体が実施するイベントと連携して、県内各地で憲章の理念を理解していただけるような取組へと転換◆平成30年6月　厚生常任委員会　（立民　てらさき委員）市町村には、ものすごい人が集まるイベントなんて山のようにありますし、そこに出ていけば、人を集める手間と労力は少なくとも省けるはずではあるのです。（中略）、ここは地域分散型かつ、そんな有名な人で人を集めるということよりも、既に人がいるところに出向いていってやるという方法での検討にしていただきたいと思っております。



「みんなあつまれ」 これまでの経過
年度 回数 内容 成果と課題

2022
（R4）

13回 地域のお祭りや『ねんりんピック』のほか
スポーツイベント等で憲章チラシ
配布や憲章の認知度アンケート

【成果】

特に年度後半より、地域イベントが復活し、徐々に活動
を再開することができた

【課題】
イベント自粛や３密回避のため、ワークショップなど
憲章の理念を体験できる場の提供は、ほぼできなかった

「憲章」や「当事者目線条例」を広めるための

地域イベントへの参加機会の増

１３回➡１６回以上

令和５年度 障がい者と接する機会、障がい者の社会参画の機会を創出していく（点から面へ）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
①大船まつり②神奈川フューチャードリームスホームゲーム③多摩ふれあいまつり④かながわ県民スポーツ祭【単年度】⑤湘南ベルマーレホームゲーム⑥ベトナムフェスタ⑦横浜マリノスホームゲーム⑧小田原箱根大博覧会　2022⑨セーリングフェスティバル⑩介護フェア⑪ねんりんピック【単年度】⑫菅フリーマーケット（多摩区）⑬かながわ商工会まつり



「神奈川県ともいきアドバイザー」について

障がいを自分事として考える機会を創るためのイベント「みんなあつまれ」を実施するために設置した
実行委員会を、「当事者目線の障害福祉推進条例 ～ともに生きる社会を目指して～」の制定を踏まえ、
発展的に改組しました

イベント実施を前提とした、

「みんなあつまれ実行委員会」から

当事者委員を加え、イベントだけではなく、「ともに生きる社会かながわ」の推進に関する
県の取組についてご意見・ご協力をいただく、

「神奈川県ともいきアドバイザー」へ！



「神奈川県ともいきアドバイザー」メンバー
改組前：「みんなあつまれ実行委員会」 改組後：「神奈川県ともいきアドバイザー」

氏名 所属団体 氏名 所属団体

１ 篠原 正治
【実行委員長】

神奈川県社会福祉協議会会長 １ 篠原 正治
【代表】

神奈川県社会福祉協議会会長

２ 首藤 健治
【副実行委員長】

神奈川県副知事 ２ 首藤 健治
【副代表】

神奈川県副知事

３ 西村 明夫 神奈川県商工会議所連合会専務理事 ３ 井村 浩章
※専務理事交代に伴う

神奈川県商工会議所連合会専務
理事

４ 伊東 祐治 神奈川県商工会連合会専務理事 ４ 宮越 雄司
※専務理事交代に伴う

神奈川県商工会連合会専務理事

５ 萩原 美由紀 NPO法人 アール・ド・ヴィーヴル理事長 ５ 萩原 美由紀 NPO法人 アール・ド・ヴィーヴル理
事長

６ 鈴木 暢 NPO法人 神奈川セルプセンター代表 ６ 鈴木 暢 NPO法人 神奈川セルプセンター
代表

７ 内藤 則義 神奈川県身体障害者連合会会長 ７ 内藤 則義 神奈川県身体障害者連合会会長

８ 髙野 元 神奈川県共生社会アドバイザー

９ 手塚 明美 NPO法人藤沢市民活動推進機構
理事長など

当事者

地域づくり
ボランティア
農福連携



新メンバーについて

障がい当事者 地域づくり・ボランティア・農福連携

【県との関わり】
・神奈川県共生社会アドバイザー
・ともいきメタバース研究会 委員
・大学への出前講座

・当事者目線の障がい福祉推進条例 わかりやすい版の作成協力
など

【県との関わり】
・県生涯学習指導者研修「社会教育担当者コース」講師
（ボランティア活動の現状とこれからの意義について））（R2）

・県ボランタリー活動相談 受託
・県農福連携マッチング等支援事業 受託（R2~）
・県水福連携推進事業 受託（R５~）

手塚 明美氏

 一般社団法人ソーシャルコー
ディネートかながわ代表理事

 特定非営利活動法人
藤沢市民活動推進機構代表
（加盟団体：500）

 逗子文化プラザ市民交流セン
ターセンター長

髙野 元氏

 創発計画株式会社代表
 日本ALS協会神奈川県支部副支部長
 川崎つながろ会会長
 神奈川県共生社会アドバイザー

実践者



委員の皆様の役割、活動イメージ

各委員におかれましては、専門的知識・経験等から、「ともに生きる社会かながわ」の
実現に向けて県が実施する各種施策に対し、ご意見・ご協力をお願いします

【役割】

【活動】（年２回程度の会議を予定）

第1回（8月～9月頃） 県から前年度～今年度の取組み状況について報告
➡次年度の取組みの方向性についてコメントをいただきたい

第２回（３月頃） 県から今年度事業の実施結果と次年度の方向性（予算含む）に
ついて報告
➡今年度事業の評価等についてコメントをいただきたい



（２）ともに生きる社会かながわの実現に向けた

県の取組について



ともに生きる社会かながわ憲章

一 私たちは、あたたかい心をもって、すべてのひとのいのちを大切にします

一 私たちは、誰もがそのひとらしく暮らすことのできる地域社会を実現します

一 私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別
も排除します

一 私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます

平成28年10月14日 神奈川県



ともに生きる社会の実現に向けて

これまでの

取組み

• 憲章の普及啓発を含む、憲章の「周知」や「理念の普及」のため、紙媒体を中心とした広報を展開することで、憲章の認知度向上に努めてき
た

成果・現状

• 令和４年の認知度は、30.2％

• 前年度（26.8％）から３．４ポイント向上したものの、県のグランドデザインで定めた目標値（５０％）には達していない

課題等

• 憲章制定の発端となった津久井やまゆり園事件から7年が経過し、風化が進む中での、憲章認知度の向上に向けた普及啓発のあり方

• ともに生きる社会かながわの実現に向けて、憲章の認知度向上のみならず憲章の理念が様々な場面で実感できるような取組も必要

今後の

方向性

• 障がい者の社会参加機会を増やす取組みや障がい者と一緒に活動する「共生の場の創出」などにより、憲章の理念の 「具現化」を目指す



（１）金澤翔子さんを「ともに生きる社会かながわ応援大使～ともいき大使～」に任命

幅広い世代の方々への共感をより一層広めていくため、新たに「ともに生きる社会かながわ応援大使～ともいき
大使～」を新設し、金澤さんを任命しました

金澤さんが揮毫した「ともに生きる社会かながわ憲章」の題字

令和5年７月13日任命式
８月23日に実施した横浜そごうでの、大使による「憲章」PRイベント

憲章の普及啓発

写真① 写真②



憲章の普及啓発

横浜高島屋 ㈱ありあけ

・横浜高島屋にて、推進週間のうち４日間（７月24
日（月）、25日（火）、29日（土）、30日（日））、憲章
Tシャツを着用し来店客をお出迎え。
・憲章ポスターを店内掲示、従業員向け研修で、憲
章PR

横浜銘菓「ありあけのハーバー」のパッケージに、憲章の
題字・憲章本文・金澤翔子氏の写真をデザインしたもの
を使用し、憲章のPRを図る。

（２）民間企業との連携



（３）ともいきボランティア結成

スポーツやお祭り、ビーチクリーン等でのイベントで「ともに生きる社会かながわ憲章」のPR活動を行うボランティ
アを今年6月に結成しました。定員100名の募集に対して、定員を超える申込みがあり、現在の登録者数113名です
活動に先立ち、ボランティアとしての心構えや障がいの理解に関する研修受講も実施しています

憲章の普及啓発

事前研修の様子

憲章PR活動の様子



憲章の普及啓発

（４）ポスター掲示
７月の「ともに生きる社会かながわ推進週間」及び、９月の広報強化期間に、駅
をはじめとした公共施設に集中して掲示しています
（約6,０００枚）

（令和５年度掲示駅数）

７月（１週間） ９月（２週間）

横浜市営地下鉄 ７駅 ４駅

京浜急行電鉄 ２駅 ３駅

相模鉄道 ３駅 ３駅

JR東日本 15駅 12駅

小田急電鉄 ９駅 ８駅

東急電鉄 1０駅 ７駅

総数/１日平均乗降数 ４６駅/約４０0万人 37駅/約3０0万人

＊このほか、県のたより（280万部）やチラシ（３万枚）リーフレット（20万部）などでも憲章のPRを実施します



憲章の普及啓発

（実績）

年度 H30 R1 R2 R3 R4

目標 ー 26.0％ 34.0％ 42.0％ ５０.0％

憲章の認知度 17.0％ 15.7％ 22.9％ 26.8％ 30.2％

前年度比 ー
△１．３
ポイント

＋７．２
ポイント

＋３．９
ポイント

＋３．４
ポイント

目標達成度 ー ６０．４％ ６７．４％ ６３．８％ ６０．４％

（課題）

・憲章を「知っている」だけではなく、障がい者の社会参加機会が拡大するよう、障がいに対する
理解をさらに深める取組が必要と考えています



「ともいきアート」
庁外 庁内

ともいきメタバース
美術館常設展示 地域展示（期間限定） 知事執務室 その他

県立青少年センター、商業施設「ブラン
チ茅ヶ崎2」に、次の2個所を追加

「ブランチ横浜南部市場」
内カフェ

『kino-COCOCHI』

住宅展示場（※大和ハウス）

県立の特別支援学校の児童・生
徒が、アーティストとともに作り上
げた作品を県内３か所で展示

4月～ studio FLAT

7月～嬉嬉!!クリエイ
ティブ

常設展示では展示し
きれない作品の鑑
賞・発表機会を創出

・県庁新庁舎
１Ｆ（R5.3）

・東庁舎エレベー
ターホール

※準備中 イメージ

TVKハウジング

プラザ藤沢内
「大和ハウス」
モデルハウス

ギャラリー
New新九郎
（小田原）

東海大学
松前記念館
（大磯）

キキ・クリエイティブ（平塚）ギャラリーstudio FLAT（川崎）

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
住宅展示場は、上半期は藤沢、下半期は厚木（いずれも、大和ハウス　※場所代はなし）（参考）三井不動産グループである三井不動産レジデンシャルは、2021年7月よりパラアートサブスクリプションサービス「PARA ART サブスク by studio FLAT」の提供を、「Kosugi 3rd Avenue The Residence」（神奈川県川崎市）にて始めています。マンション居住者様が暮らしに彩りを添えるアート作品と出会う機会を、月額3000円でお届け。季節や気分に応じて月ごとに新しいアートと出会うことができます。さらに気に入った作品はそのまま購入も可能ですマンション共用部も「アートの学びや愉しみの場」にマンション居住者様向けアートサブスクに続き、マンションの共用部においても「パラアート」の採用が決定しました。第1弾として、「パークホームズ横浜本郷台リバーサイドヴィラ THE EAST」（神奈川県横浜市）の共用部エントランス、ゲストルームにパラアーティストによるアートが飾られます。本プロジェクトは、障がいのある人たちがアートを仕事にできる環境をつくることを目的に設立された「エイブルアート・カンパニー」に協力いただき、アート作品購入費の一部がパラアーティストの方々に還元されます。この取り組みによって「アートを愉しみ学べる場」の創出に加えて、パラアーティストの自立支援や活躍できる場の提供を目的としています。そして三井不動産グループ長期経営方針「VISION 2025」における主要な取り組みとして、「街づくりの一層の進化」を掲げ、多様な人材が活躍できる社会の実現を目指しています東京建物Brillia×ヘラルボニーピカソカレッジ（※麻生養護学校アートコース卒業生多数在籍）でも依頼多数で原画不足



「ともいきアート」

（実績）展示場所 （課題）

各地に展示している作品は、知名度の
高いアート団体に所属している作者の
代表的な作品が中心であるため、参加
者の偏りが生じています

現在、県内の施設（商業・公共施設等）
にアート作品を展示していますが、展
示のための専用スペースではないた
め、規模が小さく、集客力は乏しい状
況です

２０２１年 ２０２２年 ２０２３年

２箇所 ４箇所 ７箇所

県立青少年センター（2階HIKARI交流スペース）

県HPオンライン展示

知事執務室展示

大型商業施設「ブランチ茅ヶ崎２」

大型商業施設「ブラ
ンチ横浜南部市場」

住宅展示場
（大和ハウスモデルルーム）

ともいきメタ
バース美術館

※このほか、「県のたより」でのPRや
期間限定で、県庁新庁舎１Fや県民
ホールでの作品展示なども実施



農福連携

「農福連携マッチング等支援事業」 （R2～平塚市・藤沢市・秦野市でモデル事業を実施）

障がい者の農業分野での活躍を促進することで、農業者や地域の方の障がいや共生社会への

理解を進め、障がい者の雇用等につなげる取組

藤沢市：ゆうﾌｧｰﾑ(農)×かたくりの里(福)

（令和５年度事業内容）

1. 就農体験会（お試しノウフク）の実施

2. お試しノウフクを通じた農業者と障害福祉サービス事業所等

とのマッチング、 マッチング先への農福連携コーディネーター

の派遣・調整

➡モデル地域（平塚市・藤沢市・秦野市）以外の近隣市町へも

横展開中



農福連携
（実績）

項目 目標値 令和２年度 令和３年度 令和４年度

１ 障がい者新規就労者数（延べ） 150人/年 309人 ５２３人 ９７３人

２ コーディネーター研修修了者数 30人/年 ９２人 ９６人 ３５人

３
就労機会の確保に繋がった

マッチング件数
15件/年 １５件 １６件 １６件

農福連携コーディネーター登録者数 （令和４年度時点）

平塚地域 藤沢地域 秦野地域

1９人 １７人 ７人

（課題）

• 農業側は障害者・事業者側の、福祉側は農業経営などについて、相互理解がまだ不十分です

• 障がい者だけでなく、高齢者、生活困窮者なども含めた地域の住民が集える場所として、農
福連携の価値を広げていくことも検討すべきではないかと考えています



共生の場の創出 （「鎌倉海藻ポーク」×ビーチクリーン）

雨天のため中止となりましたが、90名程度参加予定でした
11月にも同様のイベントを実施します



共生の場の創出 （「鎌倉海藻ポーク」×ビーチクリーン）

養豚業者

ボランティア
（料理教室）

レストラン

小学校

料理教室主宰

高齢者施設

障がい福祉
サービス事業所

【鎌倉海藻ポーク】
＋ビーチ
クリーン
活動

一過性ではない障がい者を含む地域の人々つながりを生み出す活動とはどのような内容
が考えられるか。また、どうすれば増やすことができるか、アドバイスを頂戴したい。
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